
証明書の郵送による申請・交付についての注意事項 

 

①郵送による申請について 

‧ 記入漏れ等がある場合には受付できない場合がありますので、送

付前によく御確認ください。この場合、申請書を訂正のうえ再度郵送

をお願いする場合もあります。 

‧ 保留地証明書のうち全部事項証明書については、権利者の本人確

認書類等の添付が必要なため、事前に担当まで御相談ください。 

 

②郵送による交付について 

‧ 返信用封筒に送付先を記載し必要料金分の切手を貼付したものを

御郵送ください。 

例：標準的な証明書１通（１画地）の場合 

 角型２号封筒 定形外（１００ｇ以内）料金１４０円 

 

①、②共通事項 

‧ 郵送にかかる費用は、申請者の御負担となります。 

‧ 郵便事故について、当事務所では責任を負いかねます。 


